


山 形 広 域 環 境 事 務 組 合 
 

１ 沿 革 

 本組合は、昭和43年６月20日、し尿処理施設の設置、管理及び運営を共同処理する事務として、山形市、山辺町及び中山

町を構成団体とする地方自治法の規定に基づく一部事務組合として設立された。 

 昭和45年10月に、し尿処理施設の工事を完了、処理能力80㎘／日として処理を開始した。その後、公共下水道の普及に伴

い処理計画の見直しを行い、昭和63年11月にし尿処理施設の改築工事を着工。平成２年10月、新処理施設『矢口クリーンセ

ンター』が完成し、処理能力を50㎘／日として業務を開始した。 

平成４年４月１日には上山市が加入するとともに、組合の名称を『山形市ほか二町共立衛生処理組合』から『山形広域環

境事務組合』に改称。また、粗大ごみ処理施設の設置、管理及び運営に関する事務を追加した。 

平成７年10月に粗大ごみ処理施設である『立谷川リサイクルセンター』が完成し、同年４月から処理業務を開始した。ま

た、平成10年７月に「ごみを処理するための中間処理施設の設置、管理及び運営に関する事務」への規約変更を行った。 

 平成15年４月、下水道普及によるし尿等の減少から矢口クリーンセンターを廃止し、山形市クリーンセンターを『山形広

域クリーンセンター』と改称して山形広域環境事務組合で管理運営することになった。 

 平成23年11月、エネルギー回収施設２工場方式のうちの１カ所について、「山形市立谷川」を建設地として決定し、先行し

て建設事業を進めることになった。 

 平成24年12月、エネルギー回収施設２工場方式の残りの１カ所について、「上山市川口」を建設地として決定した。 

 平成26年１月、エネルギー回収施設（立谷川）建設及び運営事業について、入札公告を行った。 

 平成26年９月、エネルギー回収施設建設及び運営事業技術審査委員会の選定結果を踏まえ、落札者を決定した。 

 平成26年12月、エネルギー回収施設（立谷川）建設及び運営事業の事業契約を締結し、建設工事に着手した。 

平成27年３月、エネルギー回収施設（川口）の建設事業用地を取得。同月、同施設の建設及び運営事業について入札公告

を行った。 

平成27年４月、エネルギー回収施設稼働後の共同処理への移行が円滑に進むよう、立谷川清掃工場及び半郷清掃工場を山

形市から移管し、山形広域環境事務組合で管理運営することになった。 

平成27年12月、エネルギー回収施設（川口）建設及び運営事業技術審査委員会の選定結果を踏まえ、落札者を決定した。 

 平成28年２月、エネルギー回収施設（川口）建設及び運営事業の事業契約を締結し、建設工事に着手した。 

 平成29年２月、エネルギー回収施設（立谷川）環境保全協定を締結した。 

 平成29年10月、エネルギー回収施設（立谷川）供用開始した。 

 平成30年５月、エネルギー回収施設（川口）環境保全協定を締結した。 

 平成30年12月、エネルギー回収施設（川口）供用開始した。 

 令和元年８月、立谷川清掃工場解体・撤去工事が完了した。 

 令和３年３月、エネルギー回収施設（立谷川）２期工事が完了した。 

 

２ 組合の組織（令和３年４月１日現在） 

⑴ 名  称   山形広域環境事務組合 

（地方自治法第284条第１項の規定による一部事務組合） 

⑵ 構成市町   山形市、上山市、山辺町、中山町 

⑶ 組  織   管理者（山形市長）   副管理者（３人：上山市長、山辺町長、中山町長） 

組合議員 14人（山形市７人、上山市３人、山辺町２人、中山町２人） 

監査委員 ２人（識見を有する者、議会選出） 

職 員 数 51人（内訳：派遣職員30人、兼務職員14人、会計年度任用職員７人） 
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３ 予算等の状況 

⑴ 経費負担方法 

種別 項      目 負  担  割  合 決 定 方 法 

経
常
経
費 

総 務 的 負 担 金 均  等  割（各々25％） 

組合規約第13条及び 
組合分担金条例 

し 尿 処 理 負 担 金 処 理 実 績 量 割 

粗 大 ご み 処 理 負 担 金 処 理 実 績 量 割 

ご み 焼 却 処 理 負 担 金 処 理 実 績 量 割 

建
設
経
費 

し 尿 処 理 施 設 
（山形広域クリーンセンター） 

総 務 調 査 等 に 要 す る 経 費 

山形市 61.09％ 上山市 23.08％ 
山辺町 7.18％  中山町  8.65％ 

組合規約附則第２項及び 
組合議会議決 

し 尿 処 理 施 設 
（山形広域クリーンセンター） 
建 設 に 要 す る 経 費 

山形市 62.11％ 上山市 24.86％ 

山辺町 6.18％  中山町  6.85％ 

ご み 処 理 施 設 の 
建 設 調 査 等 に 要 す る 経 費 

山形市 76.69％ 上山市 11.99％ 
山辺町 6.09％  中山町 5.23％ 

ご み 処 理 施 設 の 

（ エ ネ ル ギ ー 回 収 施 設 ） 
建 設 に 要 す る 経 費 

山形市 82.60％ 上山市  9.65％ 
山辺町 4.35％  中山町  3.40％ 

ご み 処 理 施 設 の 
（ 半 郷 清 掃 工 場 ） 
解 体 に 要 す る 経 費 

山形市 85.64％ 上山市  7.23％ 

山辺町 3.97％  中山町  3.16％ 

 

⑵ 令和３年度当初予算 

① 歳 入            3,716,357千円 

ア 分担金及び負担金      2,416,161千円 

イ 使用料及び手数料        378,285千円 

ウ 国  庫  支  出  金        2,764千円 

エ 繰 越 金         1,260千円 

オ 諸 収 入              285,587千円 

カ 組 合 債             632,300千円 

② 歳 出              3,716,357千円 

ア 総 務 費        65,428千円 

イ 衛 生 費      2,021,048千円 

ウ 建 設 費       722,089千円 

エ 公 債 費       897,792千円 

オ 予 備 費        10,000千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ し尿処理施設 

名 称   山形広域クリーンセンター 

所 在 地   山形市大字沼木字高野内486－３ 

敷地面積   34,753.40㎡ 

延床面積   7,336.28㎡ 

処理能力   220㎘／日 

処理方式   標準脱窒素処理方式＋高度処理 

事 業 費   2,898,000千円 

建設年月   着工 昭和61年６月  竣工 昭和63年７月 

搬 入 量   令和２年度年間搬入量 20,859.40㎘ 

内訳：し尿       4,627.93㎘ 

浄化槽汚泥   16,231.47㎘ 

 

５ 粗大ごみ処理施設 

名 称   立谷川リサイクルセンター 

所 在 地   山形市大字漆山字中川原4019－７ 

敷地面積   4,900.04㎡ 

延床面積   4,170.52㎡ 

処理能力   130t/日（破砕100t/日 手選別30t/日） 

事 業 費   5,048,567千円 

建設年月   着工 平成４年６月  竣工 平成７年10月 

搬 入 量   令和２年度年間搬入量  7,589.114t 

内訳：粗大ごみ      1,018.730t 

ビン・カン    3,031.760t 

雑貨・廃家電類   2,580.530t 

水銀含有ごみ     140.134t 

ペットボトル    817.960t 

再資源化量   4,144.83t（資源化率 53.75％） 

 

６ 焼却施設 

名 称   エネルギー回収施設（立谷川） 

所 在 地   山形市大字漆山字中川原3372番地 

敷地面積   17,648.6㎡ 

延床面積   11,264.6㎡ 

処理能力   150t/24H（75t/24H×２基） 

建設年月   Ⅰ期：着工 平成26年12月 竣工 平成29年９月 

       Ⅱ期：着工 令和元年12月 竣工 令和３年３月 

事 業 費   Ⅰ期：9,266,400千円 Ⅱ期：794,200千円 

搬 入 量   令和２年度年間搬入量 43,580.80t 

 

名 称   エネルギー回収施設（川口） 

所 在 地   山形県上山市川口字五反田854-１ 

敷地面積   36,305.66㎡ 

延床面積   9,164.12㎡ 

処理能力   150t/24H（75t/24H×２基） 

建設年月   着工 平成28年２月 竣工 平成30年11月 

事 業 費   9,851,272千円 

搬 入 量   令和２年度年間搬入量 39,776.33t 
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３ 予算等の状況 

⑴ 経費負担方法 

種別 項      目 負  担  割  合 決 定 方 法 

経
常
経
費 

総 務 的 負 担 金 均  等  割（各々25％） 

組合規約第13条及び 
組合分担金条例 

し 尿 処 理 負 担 金 処 理 実 績 量 割 

粗 大 ご み 処 理 負 担 金 処 理 実 績 量 割 

ご み 焼 却 処 理 負 担 金 処 理 実 績 量 割 

建
設
経
費 

し 尿 処 理 施 設 
（山形広域クリーンセンター） 

総 務 調 査 等 に 要 す る 経 費 

山形市 61.09％ 上山市 23.08％ 
山辺町 7.18％  中山町  8.65％ 

組合規約附則第２項及び 
組合議会議決 

し 尿 処 理 施 設 
（山形広域クリーンセンター） 
建 設 に 要 す る 経 費 

山形市 62.11％ 上山市 24.86％ 

山辺町 6.18％  中山町  6.85％ 

ご み 処 理 施 設 の 
建 設 調 査 等 に 要 す る 経 費 

山形市 76.69％ 上山市 11.99％ 
山辺町 6.09％  中山町 5.23％ 

ご み 処 理 施 設 の 

（ エ ネ ル ギ ー 回 収 施 設 ） 
建 設 に 要 す る 経 費 

山形市 82.60％ 上山市  9.65％ 
山辺町 4.35％  中山町  3.40％ 

ご み 処 理 施 設 の 
（ 半 郷 清 掃 工 場 ） 
解 体 に 要 す る 経 費 

山形市 85.64％ 上山市  7.23％ 

山辺町 3.97％  中山町  3.16％ 

 

⑵ 令和３年度当初予算 

① 歳 入            3,716,357千円 

ア 分担金及び負担金      2,416,161千円 

イ 使用料及び手数料        378,285千円 

ウ 国  庫  支  出  金        2,764千円 

エ 繰 越 金         1,260千円 

オ 諸 収 入              285,587千円 

カ 組 合 債             632,300千円 

② 歳 出              3,716,357千円 

ア 総 務 費        65,428千円 

イ 衛 生 費      2,021,048千円 

ウ 建 設 費       722,089千円 

エ 公 債 費       897,792千円 

オ 予 備 費        10,000千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ し尿処理施設 

名 称   山形広域クリーンセンター 

所 在 地   山形市大字沼木字高野内486－３ 

敷地面積   34,753.40㎡ 

延床面積   7,336.28㎡ 

処理能力   220㎘／日 

処理方式   標準脱窒素処理方式＋高度処理 

事 業 費   2,898,000千円 

建設年月   着工 昭和61年６月  竣工 昭和63年７月 

搬 入 量   令和２年度年間搬入量 20,859.40㎘ 

内訳：し尿       4,627.93㎘ 

浄化槽汚泥   16,231.47㎘ 

 

５ 粗大ごみ処理施設 

名 称   立谷川リサイクルセンター 

所 在 地   山形市大字漆山字中川原4019－７ 

敷地面積   4,900.04㎡ 

延床面積   4,170.52㎡ 

処理能力   130t/日（破砕100t/日 手選別30t/日） 

事 業 費   5,048,567千円 

建設年月   着工 平成４年６月  竣工 平成７年10月 

搬 入 量   令和２年度年間搬入量  7,589.114t 

内訳：粗大ごみ      1,018.730t 

ビン・カン    3,031.760t 

雑貨・廃家電類   2,580.530t 

水銀含有ごみ     140.134t 

ペットボトル    817.960t 

再資源化量   4,144.83t（資源化率 53.75％） 

 

６ 焼却施設 

名 称   エネルギー回収施設（立谷川） 

所 在 地   山形市大字漆山字中川原3372番地 

敷地面積   17,648.6㎡ 

延床面積   11,264.6㎡ 

処理能力   150t/24H（75t/24H×２基） 

建設年月   Ⅰ期：着工 平成26年12月 竣工 平成29年９月 

       Ⅱ期：着工 令和元年12月 竣工 令和３年３月 

事 業 費   Ⅰ期：9,266,400千円 Ⅱ期：794,200千円 

搬 入 量   令和２年度年間搬入量 43,580.80t 

 

名 称   エネルギー回収施設（川口） 

所 在 地   山形県上山市川口字五反田854-１ 

敷地面積   36,305.66㎡ 

延床面積   9,164.12㎡ 

処理能力   150t/24H（75t/24H×２基） 

建設年月   着工 平成28年２月 竣工 平成30年11月 

事 業 費   9,851,272千円 

搬 入 量   令和２年度年間搬入量 39,776.33t 
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山 形 市 土 地 開 発 公 社 
 

１ 沿 革 

 公有地の拡大の推進に関する法律第10条第１項の規定に基づき、公用又は公共の用に供する土地等の取得、

造成、管理及び処分等を行うことにより、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資する目的で、平成５年

２月１日設立し、現在に至る。概要は次のとおりである。 

⑴ 基本資金 

山形市の全額出資による1,000万円 

⑵ 運用資金 

 借入金及び山形市の補助金をもって充てる。借入金は山形市の債務保証（限度額100億円）を得て市中金融

機関から融資を受ける。 

⑶ 事業内容 

 公共用地の先行取得、工業団地、住宅団地等の造成に必要な用地の取得、造成、管理及び処分。 

⑷ 事業の運営方針 

 用地を処分する場合は、原則として用地取得原価（用地費、補償費、工事費、測量試験費、諸経費、支払

利息）に事務費を加算したものとする。 

⑸ 役  員 

 理事８名（理事長１名及び副理事長(兼)常務理事１名を含む。） 監事２名 

⑹ 職  員（令和３年４月１日現在） 

50名（山形市長部局兼務） 

 

２ 令和３年度山形市土地開発公社事業計画（当初） 

⑴ 公有地取得事業  ３件 

⑵ 土地造成事業   １件 

 

３ 令和３年度山形市土地開発公社予算（当初） 

⑴ 収益的収入及び支出 

 

 

 

 

 

 

⑵ 資本的収入及び支出 

 

 

 

 

 

４ 山形市土地開発公社所有財産                  （令和３年３月31日現在） 

区        分 面   積（㎡） 金   額（円） 

ニ ュ ー タ ウ ン 開 発 整 備 事 業 用 地 148,637.08 3,380,969,347 

山 形 市 立 西 山 形 小 学 校 移 転 改 築 事 業 用 地 8,303.96 171,021,645 

都 市 計 画 道 路 改 良 事 業 代 替 用 地 828.93 198,852,394 

蔵 王 産 業 団 地 造 成 事 業 8,431.85 0 

 

収     入 

資 本 的 収 入        9,926千円 

収 入 合 計      9,926千円 

支     出 

資 本 的 支 出    180,259千円 

支 出 合 計    180,259千円 

収     入 

事 業 収 益    176,919千円

事 業 外 収 益            118千円  

収 入 合 計    177,037千円 

支     出 

事 業 原 価    173,004千円 

販売費及び一般管理費       2,618千円 

支 出 合 計    175,622千円 

一般財団法人 山形市都市振興公社 

 

１ 沿 革 

 山形市総合計画に基づき、山形市の開発事業促進に寄与する目的で、昭和38年２月16日に設立された。公益法人制度改革

により平成25年４月１日、財団法人から一般財団法人へ移行し、社名を山形市開発公社から山形市都市振興公社へ変更した。 

⑴ 基本資金 

 山形市の寄附行為（出捐金）による1,000万円 

⑵ 運用資金 

 運営資金は、山形市の施設運営に係る指定管理料、委託料、補助金等及び山形市議会の議決を得た損失補償による一般

金融機関等からの借入金等をもって充てる。 

⑶ 事業内容 

 山形市の指定管理、業務委託による市営駐車場・駐輪場、野草園、馬見ケ崎プール、山形テルサ、市有地暫定駐車場、

公園緑地、山形まるごと館紅の蔵の管理及び運営並びに中心市街地活性化に関する事業等を行なっている。また、公社所

有地を活用し、暫定駐車場として運営しているほか、山形市の総合計画を推進するために必要な用地、施設の取得・造成・

建設・管理及び処分又はあっせん等の事業を行っている。 

⑷ 事業の運営方針 

 ① 山形市総合計画を推進するため、必要な土地資源の開発及び公共的施設の管理運営を中心とした市民サービス事業を

推進する。 

 ② 施設の管理運営にあたり、各施設の設置目的に沿って、安全・安心を基本に、利用者の目線でより良いサービスを提

供するとともに、利便性の更なる充実を図っていく。 

③ 中心市街地整備推進機構として、中心市街地の活性化に寄与する事業を推進する。 

⑸ 組  織 

  評議員  ６名 

役員等  顧問１名（市長）、理事８名（理事長１名及び常務理事１名含む。）、監事２名 

職 員  57名（内訳 プロパー職員18名、再雇用職員12名、会計年度内職員27名） 

 

２ 令和３年度事業計画 

⑴ 土地造成事業 ４件 

⑵ 施設管理事業 ８件 

⑶ 中心市街地活性化に関する事業 ４件 

 

３ 令和３年度都市振興公社予算（当初） 

収     入（千円） 支     出（千円） 

基 本 財 産 運 用 収 入 1 事 業 費 支 出 1,027,230 

特 定 資 産 運 用 収 入 801 管 理 費 支 出 51,581 

不動産特定資産運用収入 10 他 会 計 へ の 繰 入 金 支 出 1,000 

実 施 事 業 収 入 43,495 特 定 資 産 取 得 支 出 9,519 

そ の 他 事 業 収 入 944,218 借 入 金 返 済 支 出 297,609 

補 助 金 収 入 62,404 予 備 費 480,258 

特 定 資 産 取 崩 収 入 230,322 次 期 繰 越 収 支 差 額 0 

前 期 繰 越 収 支 差 額 585,946   

計 1,867,197 計 1,867,197 

 

４ 都市振興公社所有財産                                          （令和３年３月31日現在） 

区    分 面  積(㎡) 金  額(円) 
令和３年度処分予定 

面  積(㎡) 金  額(円) 

工 業 用 地 5,287.59 18,000,000 0 0 

そ の 他 5,553.92 295,093,098 0 0 

合    計 10,841.51 313,093,098 0 0 

― 270 ― ― 271 ―



山 形 市 土 地 開 発 公 社 
 

１ 沿 革 

 公有地の拡大の推進に関する法律第10条第１項の規定に基づき、公用又は公共の用に供する土地等の取得、

造成、管理及び処分等を行うことにより、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資する目的で、平成５年

２月１日設立し、現在に至る。概要は次のとおりである。 

⑴ 基本資金 

山形市の全額出資による1,000万円 

⑵ 運用資金 

 借入金及び山形市の補助金をもって充てる。借入金は山形市の債務保証（限度額100億円）を得て市中金融

機関から融資を受ける。 

⑶ 事業内容 

 公共用地の先行取得、工業団地、住宅団地等の造成に必要な用地の取得、造成、管理及び処分。 

⑷ 事業の運営方針 

 用地を処分する場合は、原則として用地取得原価（用地費、補償費、工事費、測量試験費、諸経費、支払

利息）に事務費を加算したものとする。 

⑸ 役  員 

 理事８名（理事長１名及び副理事長(兼)常務理事１名を含む。） 監事２名 

⑹ 職  員（令和３年４月１日現在） 

50名（山形市長部局兼務） 

 

２ 令和３年度山形市土地開発公社事業計画（当初） 

⑴ 公有地取得事業  ３件 

⑵ 土地造成事業   １件 

 

３ 令和３年度山形市土地開発公社予算（当初） 

⑴ 収益的収入及び支出 

 

 

 

 

 

 

⑵ 資本的収入及び支出 

 

 

 

 

 

４ 山形市土地開発公社所有財産                  （令和３年３月31日現在） 

区        分 面   積（㎡） 金   額（円） 

ニ ュ ー タ ウ ン 開 発 整 備 事 業 用 地 148,637.08 3,380,969,347 

山 形 市 立 西 山 形 小 学 校 移 転 改 築 事 業 用 地 8,303.96 171,021,645 

都 市 計 画 道 路 改 良 事 業 代 替 用 地 828.93 198,852,394 

蔵 王 産 業 団 地 造 成 事 業 8,431.85 0 

 

収     入 

資 本 的 収 入        9,926千円 

収 入 合 計      9,926千円 

支     出 

資 本 的 支 出    180,259千円 

支 出 合 計    180,259千円 

収     入 

事 業 収 益    176,919千円

事 業 外 収 益            118千円  

収 入 合 計    177,037千円 

支     出 

事 業 原 価    173,004千円 

販売費及び一般管理費       2,618千円 

支 出 合 計    175,622千円 

一般財団法人 山形市都市振興公社 

 

１ 沿 革 

 山形市総合計画に基づき、山形市の開発事業促進に寄与する目的で、昭和38年２月16日に設立された。公益法人制度改革

により平成25年４月１日、財団法人から一般財団法人へ移行し、社名を山形市開発公社から山形市都市振興公社へ変更した。 

⑴ 基本資金 

 山形市の寄附行為（出捐金）による1,000万円 

⑵ 運用資金 

 運営資金は、山形市の施設運営に係る指定管理料、委託料、補助金等及び山形市議会の議決を得た損失補償による一般

金融機関等からの借入金等をもって充てる。 

⑶ 事業内容 

 山形市の指定管理、業務委託による市営駐車場・駐輪場、野草園、馬見ケ崎プール、山形テルサ、市有地暫定駐車場、

公園緑地、山形まるごと館紅の蔵の管理及び運営並びに中心市街地活性化に関する事業等を行なっている。また、公社所

有地を活用し、暫定駐車場として運営しているほか、山形市の総合計画を推進するために必要な用地、施設の取得・造成・

建設・管理及び処分又はあっせん等の事業を行っている。 

⑷ 事業の運営方針 

 ① 山形市総合計画を推進するため、必要な土地資源の開発及び公共的施設の管理運営を中心とした市民サービス事業を

推進する。 

 ② 施設の管理運営にあたり、各施設の設置目的に沿って、安全・安心を基本に、利用者の目線でより良いサービスを提

供するとともに、利便性の更なる充実を図っていく。 

③ 中心市街地整備推進機構として、中心市街地の活性化に寄与する事業を推進する。 

⑸ 組  織 

  評議員  ６名 

役員等  顧問１名（市長）、理事８名（理事長１名及び常務理事１名含む。）、監事２名 

職 員  57名（内訳 プロパー職員18名、再雇用職員12名、会計年度内職員27名） 

 

２ 令和３年度事業計画 

⑴ 土地造成事業 ４件 

⑵ 施設管理事業 ８件 

⑶ 中心市街地活性化に関する事業 ４件 

 

３ 令和３年度都市振興公社予算（当初） 

収     入（千円） 支     出（千円） 

基 本 財 産 運 用 収 入 1 事 業 費 支 出 1,027,230 

特 定 資 産 運 用 収 入 801 管 理 費 支 出 51,581 

不動産特定資産運用収入 10 他 会 計 へ の 繰 入 金 支 出 1,000 

実 施 事 業 収 入 43,495 特 定 資 産 取 得 支 出 9,519 

そ の 他 事 業 収 入 944,218 借 入 金 返 済 支 出 297,609 

補 助 金 収 入 62,404 予 備 費 480,258 

特 定 資 産 取 崩 収 入 230,322 次 期 繰 越 収 支 差 額 0 

前 期 繰 越 収 支 差 額 585,946   

計 1,867,197 計 1,867,197 

 

４ 都市振興公社所有財産                                          （令和３年３月31日現在） 

区    分 面  積(㎡) 金  額(円) 
令和３年度処分予定 

面  積(㎡) 金  額(円) 

工 業 用 地 5,287.59 18,000,000 0 0 

そ の 他 5,553.92 295,093,098 0 0 

合    計 10,841.51 313,093,098 0 0 
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社会福祉法人 山形市社会福祉協議会 
 

１ 沿 革 
 昭和26年７月12日に設立、昭和32年１月社会福祉法人の認可を受ける。昭和58年10月市町村社会福祉協議会が社会福祉事

業法に法制化され、平成12年、社会福祉法（平成12年６月７日公布一部施行）の制定に伴い、同法第107条第１項で「地域福

祉の推進を図ることを目的とする団体」として位置付けられる。昭和31年度から、行政区域毎に地区社会福祉協議会（30地

区）を組織し、各地区毎に全戸会員制を進め、住民参加による「福祉文化のまちづくり」を基本理念とした、小地域福祉ネ

ットワーク事業などの地域福祉活動を推進している。 

 

２ 組 織 
会   員  正 会 員（地区社会福祉協議会、社会福祉・保健衛生・更生保護関係施設、山形市民生委員・児童委員連

合会、機能別・階層別住民組織の連合体及び関係団体、学識経験者） 

賛助会員（市社協の趣旨に賛同する個人及び団体並びに法人） 

役   員  理事９人（うち会長１人（常務理事兼務）・副会長３人）、監事３人、評議員14人、 

職   員    254人 事務局長 （総務課長兼務）      １人 

            事業本部長              １人 

総務課      主幹        １人 

総務係       15人（山形市総合福祉センター） 

            地域福祉課    課長        １人 

地域福祉係     ６人（ボランティアセンター） 

福祉のまちづくり係 14人（生活支援コーディネーター） 

福祉まるごと相談係 16人（コミュニティソーシャルワーカー、貸付事業、 

生活サポート相談窓口） 

地域包括ケア推進係 ４人（基幹型地域包括支援センター） 

              相談支援課    課長        １人 

                       権利ようご係    15人 

                       霞城西部地域包括支援センター ５人 

                       霞城北部地域包括支援センター ５人 

                       金井地域包括支援センター   ５人 

                       障がい者相談支援センター   ３人 

在宅サービス課  主幹        ２人 

城西在宅サービス係 55人（訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所） 

         居宅介護支援係   11人（居宅介護支援事業所） 

         漆山在宅サービス係 18人（通所介護事業所、うるしやま居宅介護支援事業所） 

                       鈴川ことぶき荘   ９人（老人福祉センター） 

                       漆山やすらぎ荘   ９人（老人福祉センター） 

              鈴川在宅サービス課課長        １人 

                       グループホーム鈴川 19人（認知症対応型共同生活介護） 

つくも保育園   園長        １人 

つくも保育園    36人 

 

３ 事 業   （令和３年度より第五次地域福祉活動計画を推進） 
（１） わたし・わたしたちは、役割をもって活動します 

① 地区住民への福祉活動の意識啓発 

② サロン等参加を増やすための創意工夫 

③ 担い手養成講座等の推進 

④ 障がい者や子育て等の当事者による地域企画への参画 

（２） わたし・わたしたちは、すべてがつながりあって活動します 

① 小地域（町内会単位）から地区単位までのエリアにある社会資源の可視化を図る 

② 福祉関係期間との連携、ネットワークによる取り組みの明確化 

③ 福祉以外の各団体、企業とのつながりづくり 

（３） わたし・わたしたちは、まるごと一丸となって活動します 

① 地域の「我が事丸ごと」機能や専門職によるワンストップ窓口の体制強化 

② 世代や課題を限定せず、まず受け止めることができる体制づくり 

（４） 住民参加の地域福祉活動の推進 

① 共同募金運動への協力推進 

② 自主財源の確保 

（５） 指定管理事業、福祉施設・介護保険事業の経営 

① 山形市総合福祉センターの経営（指定管理） 

② 老人福祉施設の経営 

③ 介護保険事業所の経営 

④ 保育園の経営等 

（６） 会の運営 

① 会の運営 ② 委員会・部会等の開催  ③ 労務・人材の確保育成  ④ ７０周年記念事業  ⑤ その他 

公益社団法人 山形市シルバー人材センター 
 

１ 沿 革 
 近年、高齢化社会の進行に伴い、一般雇用にはなじまないが、健康で働く意欲のある高齢者が増加している。これら高齢

者の経験や能力を生かして働く機会を確保することは、社会にとって有意義であるだけでなく、高齢者にとっても充実した

生活、健康と福祉の増進、ひいては社会的・経済的地位を高めることにつながり、これを実現するために、昭和55年10月30

日山形市シルバー人材センター高齢者事業団が設立された。設立後は、会員の共働・共助の精神によって事業の推進に当た

り、自主的な公益団体として運営されている。平成24年４月１日、これまでの社団法人から公益事業を行う「公益社団法人」

に移行した。 

 

２ 組 織（令和３年３月31日現在） 

会 員  山形市内に住む、原則60歳以上の働く意欲のある者。 

役 員  名誉会長（山形市長)、理事長１人、副理事長1人、常務理事１人、理事12人、監事２人 

職 員  事務局長１人、業務課長１人、係長１人、業務担当主任1人、主任１人、嘱託３人、臨時１人 

 

３ 事 業 

 高齢者の知識と経験を生かし、生きがいづくりと社会参加を目指すための諸事業を行っている。 

⑴ 受託事業 

 民間企業や公共機関、一般家庭から様々な仕事を受注し、会員の希望と能力に応じて、会員を就業させる。 

⑵ 独自事業 

 高齢者の知識と経験を活用するため、次の事業を実施している。 

① 自転車再生事業 山形駅周辺の放置自転車の払い下げを受け整備し、市民に譲渡し、資源の再利用を図っている。 

② 創作展示即売会事業 衣類等を利用した手芸品や小物を作り、物の大切さを育むため、即売会を実施している。 

⑶ 労働者派遣事業 

  公益社団法人山形県シルバー人材センター連合会と連携を図り、労働者派遣事業を平成25年４月から実施している。 

 

４ 会 員 数                                         （令和３年３月31日現在） 

区   分 60歳未満 60～64歳 65～69歳 70歳以上 計 

男 0 38 188 704 930 

女 0 30 98 247 375 

計 0 68 286 951 1,305 

 

５ 受注事業実績（令和２年度） 

事 業 所 件   数 延 人 員 契 約 金 額 

民 間 事 業 所 574件 76,687人日   331,904,581円  

公 共 機 関 194  13,636 71,532,424   

一 般 家 庭 2,497   18,265  52,407,709 

計 3,265  108,588   455,844,714   

 

６ 独自事業実績（令和２年度） 

事 業 名 回  数 延 人 員 契 約 金 額 

自 転 車 再 生 8回 （81台） 533人日 525,000円  

計 8回 533 525,000 

 

７ 労働者派遣事業実績（令和２年度） 

事 業 所 件  数 延 人 員 契 約 金 額 

一 般 企 業 等 116件 27,277人日 103,080,583円  
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社会福祉法人 山形市社会福祉協議会 
 

１ 沿 革 
 昭和26年７月12日に設立、昭和32年１月社会福祉法人の認可を受ける。昭和58年10月市町村社会福祉協議会が社会福祉事

業法に法制化され、平成12年、社会福祉法（平成12年６月７日公布一部施行）の制定に伴い、同法第107条第１項で「地域福

祉の推進を図ることを目的とする団体」として位置付けられる。昭和31年度から、行政区域毎に地区社会福祉協議会（30地

区）を組織し、各地区毎に全戸会員制を進め、住民参加による「福祉文化のまちづくり」を基本理念とした、小地域福祉ネ

ットワーク事業などの地域福祉活動を推進している。 

 

２ 組 織 
会   員  正 会 員（地区社会福祉協議会、社会福祉・保健衛生・更生保護関係施設、山形市民生委員・児童委員連

合会、機能別・階層別住民組織の連合体及び関係団体、学識経験者） 

賛助会員（市社協の趣旨に賛同する個人及び団体並びに法人） 

役   員  理事９人（うち会長１人（常務理事兼務）・副会長３人）、監事３人、評議員14人、 

職   員    254人 事務局長 （総務課長兼務）      １人 

            事業本部長              １人 

総務課      主幹        １人 

総務係       15人（山形市総合福祉センター） 

            地域福祉課    課長        １人 

地域福祉係     ６人（ボランティアセンター） 

福祉のまちづくり係 14人（生活支援コーディネーター） 

福祉まるごと相談係 16人（コミュニティソーシャルワーカー、貸付事業、 

生活サポート相談窓口） 

地域包括ケア推進係 ４人（基幹型地域包括支援センター） 

              相談支援課    課長        １人 

                       権利ようご係    15人 

                       霞城西部地域包括支援センター ５人 

                       霞城北部地域包括支援センター ５人 

                       金井地域包括支援センター   ５人 

                       障がい者相談支援センター   ３人 

在宅サービス課  主幹        ２人 

城西在宅サービス係 55人（訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所） 

         居宅介護支援係   11人（居宅介護支援事業所） 

         漆山在宅サービス係 18人（通所介護事業所、うるしやま居宅介護支援事業所） 

                       鈴川ことぶき荘   ９人（老人福祉センター） 

                       漆山やすらぎ荘   ９人（老人福祉センター） 

              鈴川在宅サービス課課長        １人 

                       グループホーム鈴川 19人（認知症対応型共同生活介護） 

つくも保育園   園長        １人 

つくも保育園    36人 

 

３ 事 業   （令和３年度より第五次地域福祉活動計画を推進） 
（１） わたし・わたしたちは、役割をもって活動します 

① 地区住民への福祉活動の意識啓発 

② サロン等参加を増やすための創意工夫 

③ 担い手養成講座等の推進 

④ 障がい者や子育て等の当事者による地域企画への参画 

（２） わたし・わたしたちは、すべてがつながりあって活動します 

① 小地域（町内会単位）から地区単位までのエリアにある社会資源の可視化を図る 

② 福祉関係期間との連携、ネットワークによる取り組みの明確化 

③ 福祉以外の各団体、企業とのつながりづくり 

（３） わたし・わたしたちは、まるごと一丸となって活動します 

① 地域の「我が事丸ごと」機能や専門職によるワンストップ窓口の体制強化 

② 世代や課題を限定せず、まず受け止めることができる体制づくり 

（４） 住民参加の地域福祉活動の推進 

① 共同募金運動への協力推進 

② 自主財源の確保 

（５） 指定管理事業、福祉施設・介護保険事業の経営 

① 山形市総合福祉センターの経営（指定管理） 

② 老人福祉施設の経営 

③ 介護保険事業所の経営 

④ 保育園の経営等 

（６） 会の運営 

① 会の運営 ② 委員会・部会等の開催  ③ 労務・人材の確保育成  ④ ７０周年記念事業  ⑤ その他 

公益社団法人 山形市シルバー人材センター 
 

１ 沿 革 
 近年、高齢化社会の進行に伴い、一般雇用にはなじまないが、健康で働く意欲のある高齢者が増加している。これら高齢

者の経験や能力を生かして働く機会を確保することは、社会にとって有意義であるだけでなく、高齢者にとっても充実した

生活、健康と福祉の増進、ひいては社会的・経済的地位を高めることにつながり、これを実現するために、昭和55年10月30

日山形市シルバー人材センター高齢者事業団が設立された。設立後は、会員の共働・共助の精神によって事業の推進に当た

り、自主的な公益団体として運営されている。平成24年４月１日、これまでの社団法人から公益事業を行う「公益社団法人」

に移行した。 

 

２ 組 織（令和３年３月31日現在） 

会 員  山形市内に住む、原則60歳以上の働く意欲のある者。 

役 員  名誉会長（山形市長)、理事長１人、副理事長1人、常務理事１人、理事12人、監事２人 

職 員  事務局長１人、業務課長１人、係長１人、業務担当主任1人、主任１人、嘱託３人、臨時１人 

 

３ 事 業 

 高齢者の知識と経験を生かし、生きがいづくりと社会参加を目指すための諸事業を行っている。 

⑴ 受託事業 

 民間企業や公共機関、一般家庭から様々な仕事を受注し、会員の希望と能力に応じて、会員を就業させる。 

⑵ 独自事業 

 高齢者の知識と経験を活用するため、次の事業を実施している。 

① 自転車再生事業 山形駅周辺の放置自転車の払い下げを受け整備し、市民に譲渡し、資源の再利用を図っている。 

② 創作展示即売会事業 衣類等を利用した手芸品や小物を作り、物の大切さを育むため、即売会を実施している。 

⑶ 労働者派遣事業 

  公益社団法人山形県シルバー人材センター連合会と連携を図り、労働者派遣事業を平成25年４月から実施している。 

 

４ 会 員 数                                         （令和３年３月31日現在） 

区   分 60歳未満 60～64歳 65～69歳 70歳以上 計 

男 0 38 188 704 930 

女 0 30 98 247 375 

計 0 68 286 951 1,305 

 

５ 受注事業実績（令和２年度） 

事 業 所 件   数 延 人 員 契 約 金 額 

民 間 事 業 所 574件 76,687人日   331,904,581円  

公 共 機 関 194  13,636 71,532,424   

一 般 家 庭 2,497   18,265  52,407,709 

計 3,265  108,588   455,844,714   

 

６ 独自事業実績（令和２年度） 

事 業 名 回  数 延 人 員 契 約 金 額 

自 転 車 再 生 8回 （81台） 533人日 525,000円  

計 8回 533 525,000 

 

７ 労働者派遣事業実績（令和２年度） 

事 業 所 件  数 延 人 員 契 約 金 額 

一 般 企 業 等 116件 27,277人日 103,080,583円  
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社会福祉法人 山形市社会福祉事業団 
 

１ 沿 革 

 本事業団は、昭和58年６月20日に設立認可を受け、同年９月に知的障害児通園施設こまくさ学園、知的障害者更生施設（通

所）恵光園の受託経営を開始、昭和60年４月に知的障害者通勤寮蔵王通勤寮、平成５年４月に児童養護施設山形学園の受託

経営を開始した。 

 平成８年３月に特別養護老人ホーム菅沢荘、菅沢デイサービスセンターの受託経営を開始。平成12年度の介護保険制度の

開始に伴い、居宅介護支援事業を開始し、高齢者総合福祉施設として福祉サービスを提供してきた。 

 平成14年４月に養護老人ホームあたご荘、同年10月に銅町デイサービスセンターの受託経営を開始し、平成18年４月に地

域包括支援センター、同年10月にヘルパーステーションあたごを開設した。 

 障害者自立支援法の施行により、平成19年４月に相談支援事業を開始。平成24年４月にこまくさ学園、恵光園及び蔵王通

勤寮等が新体系事業に移行した。介護保険法の改正により、平成28年３月に山形市介護予防・日常生活支援総合事業に基づ

き、通所型又は訪問型サービスの提供を開始した。 

 令和３年１月に新たに指定共同生活援助事業所こもれびを開設し、日中サービス支援型の「グループホームこもれび」の

運営を開始した。（入居定員10名、短期入所２床併設） 

 本事業団は、平成18年４月から指定管理者の指定を受け、施設の管理運営を行うとともに、市の委託事業や独自事業など

様々な社会福祉事業を展開しており、公設民営の特性を活かし、多様な福祉ニーズへの対応と地域福祉を推進し、市民福祉

の向上を目指している。 

 

２ 組 織 

  役 員  ９名（理事長１、副理事長１、常務理事１、理事４、監事２） 

  評議員  ８名     評議員選任・解任委員５名     運営協議会委員10名 

  職 員  265名（契約職員、パート職員含む） 

          事業団事務局 ５名  菅沢デイサービスセンター 13名  ヘルパーステーションあたご ６名 

          こまくさ学園 18名  銅町デイサービスセンター 16名  児童発達支援事業ひよこ教室 ２名 

          恵 光 園 21名  山形西部地域包括支援センター ６名  放課後等デイサービス風の子 ５名 

          蔵 王 通 勤 寮 ６名  たきやま地域包括支援センター ５名  保育所等発達相談事業    １名 

          山 形 学 園 31名  居宅介護支援事業所すげさわ ３名  共同生活援助事業所こもれび 13名 

          菅 沢 荘 67名  居宅介護支援事業所あたご荘 １名  共同生活援助事業所蔵王   13名 

          あ た ご 荘 28名  居宅介護支援事業所どうまち １名  相談支援事業所まんさく   ４名 

 

３ 事 業（指定管理施設等） 

⑴ まんさくの丘（障がい福祉課） 

 障がい児・者一元の総合施設として、次の施設・事業を運営している。 

① こまくさ学園：福祉型児童発達支援センター（定員30名） 

 障がいのある就学前の児童が通所し、発達段階や障がいの状況に応じ日常生活の基本的な動作の訓練、知的技能の習

得、集団生活への適応及びその家族への支援等を行い、児童の心身の発達を支援する。 

② 恵 光 園：生活介護（定員40名） 

 常時介護を要する障がい者等が通所し、食事、排泄等の介護や日常生活上の支援を行い、軽作業等の生産・創作的活

動の機会を提供し、身体機能及び日常生活能力の維持・向上を図る。 

③ 蔵王通勤寮：宿泊型自立訓練（定員20名） 

 障がい者等が一定期間居住し、食事や家事など自立生活に必要な経験を積み、日常生活能力の向上支援、生活に関す

る相談・助言、地域移行等への必要な支援を行い、将来地域で自立した生活を営むことができるよう支援する。 

④ 児童発達支援事業ひよこ教室（定員１日10名） 

 心身に発達の遅れがある幼児に日常生活の基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練、保護者の相談支援等を行う。 

⑤ 放課後等デイサービス風の子（定員１日10名） 

 障がいのある小学生を対象に、放課後や夏休み等の長期休暇中に生活能力向上の訓練等を継続的に提供し、障がい児

の自立を促進し、放課後等の居場所づくりを推進する。 

⑥ 保育所等発達相談事業（山形市委託事業） 

 発達の気になる児童が増加している山形市内の認可保育所及び認定こども園における保育の質の向上を目的として、

保育所等の保育士を対象に保育方法の指導・助言及び必要な情報提供を行う。 

 

  ⑦ 日中短期入所事業所恵光園（定員１日５名） 

    障がい者等に日中活動の場を提供し、見守り、訓練等の支援を行い、家族の就労支援・一時的な休息を支援する。 

  ⑧ 共同生活援助事業所こもれび：日中サービス支援型共同生活援助（定員10名） 

    重度の障がい者等が地域で自立した日常生活又は社会生活を営むため、共同生活住居（グループホーム）において相

談、入浴、排泄又は食事の介護その他日常生活上の支援を行う。 

  ⑨ 短期入所事業所こもれび（定員１日２名） 

    在宅で生活する障がい者等に緊急一時的な宿泊の場を提供し、入浴、排泄、食事の介護その他の必要な支援を行う。 

  ⑩ 共同生活援助事業所蔵王：外部サービス利用型共同生活援助（定員４名×６か所） 

障がい者が地域で自立した日常生活又は社会生活を営むため、共同生活住居（グループホーム）において相談その他

日常生活上の援助を行う。 

⑪ 相談支援事業所まんさく（一般・特定・障害児相談支援） 

障がい児・者や家族等から福祉サービス利用等に関する相談に応じ、情報の提供、関係機関との連絡調整、権利擁護

等の支援のほか、サービス利用計画の作成、モニタリング等の支援を行う。 

⑵ 児童養護施設山形学園（定員40名）（家庭支援課） 

 乳幼児を除いて社会的に養護を要する児童を入所させて養護し、児童の心身の健全な育成及び将来の自立を支援するた

め、基本的な生活習慣の習得、学習指導、健康管理等を実施する。 

⑶ 高齢者総合福祉施設すげさわ（長寿支援課） 

 高齢者総合福祉施設として、平成８年３月に開所し、次の事業を実施している。 

① 特別養護老人ホーム菅沢荘（菅沢荘定員80名、ショートステイ定員20名） 

 65歳以上で身体上又は精神上著しい障がいがあるため、常時介護を必要とし、在宅介護が困難な要介護者に対し、施

設サービス計画に基づき、入浴、排泄、食事等の介護、機能訓練、健康管理等の各種サービスを提供する。 

② 菅沢デイサービスセンター（通常型 定員25名、認知症型 定員10名） 

 65歳以上で身体上又は精神上の障がいがあるために、日常生活を営むのに支障がある要介護者等が、日中通所し、入

浴、食事の提供、機能訓練、健康管理等の各種サービスを提供する。 

③ 居宅介護支援事業所すげさわ 

 介護支援専門員が要介護者等からの相談に応じ、心身の状況、環境、要介護者や家族の意向等を考慮してケアプラン

を作成し、適切な介護保険サービスが利用できるようサービス提供事業者等との連絡調整等を行う。 

  ④ 山形西部地域包括支援センター 

    地域の高齢者の心身の健康保持や生活の安定、保健・福祉・医療の向上、虐待防止など様々な課題に対して、総合的

なケアマネジメントを担い支援する中核機関で、介護予防ケアマネジメント、総合相談・支援、権利擁護、包括的・継

続的ケアマネジメント等の支援を行う。（担当圏域：南山形・本沢・西山形・村木沢・大曽根地区） 

⑷ 養護老人ホームあたご荘・あたご荘外部サービス利用型特定施設（定員100名）（長寿支援課） 

 65歳以上の方で環境上又は経済上の理由により、居宅での生活が困難な方を措置入所させ養護する。外部サービス利用

型特定施設の指定を受け、入居する要介護者等の生活相談やケアプランの作成、安否確認等を行い、訪問介護や訪問看護

等の外部サービス提供事業者と契約して介護保険サービスを提供する。 

⑸ ヘルパーステーションあたご 

  65歳以上で身体上又は精神上障がいがあるために日常生活を営むことが困難な在宅の要介護者等に対して、居宅を訪問

し、入浴、排泄、食事等の介護、生活相談等を行う。 

⑹ 居宅介護支援事業所あたご荘 

  介護支援専門員が要介護者等からの相談に応じ、心身の状況、環境、要介護者や家族の意向等を考慮してケアプランを

作成し、適切な介護保険サービスが利用できるようサービス提供事業者等との連絡調整等を行う。 

⑺ たきやま地域包括支援センター（長寿支援課） 

  地域の高齢者の心身の健康保持や生活の安定、保健・福祉・医療の向上、虐待防止など様々な課題に対して、総合的な

ケアマネジメントを担い支援する中核機関で、介護予防ケアマネジメント、総合相談・支援、権利擁護、包括的・継続的

ケアマネジメント等の支援を行う。（担当圏域：滝山地区） 

⑻ 銅町デイサービスセンター（定員30名）（長寿支援課） 

 65歳以上で身体上又は精神上の障がいがあるために、日常生活を営むのに支障がある要介護者等が、日中通所し、入浴、

食事の提供、機能訓練、健康管理等の各種サービスを提供する。 

⑼ 居宅介護支援事業所どうまち 

 介護支援専門員が要介護者等からの相談に応じ、心身の状況、環境、要介護者や家族の意向等を考慮してケアプランを

作成し、適切な介護保険サービスが利用できるようサービス提供事業者等との連絡調整等を行う。 
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社会福祉法人 山形市社会福祉事業団 
 

１ 沿 革 

 本事業団は、昭和58年６月20日に設立認可を受け、同年９月に知的障害児通園施設こまくさ学園、知的障害者更生施設（通

所）恵光園の受託経営を開始、昭和60年４月に知的障害者通勤寮蔵王通勤寮、平成５年４月に児童養護施設山形学園の受託

経営を開始した。 

 平成８年３月に特別養護老人ホーム菅沢荘、菅沢デイサービスセンターの受託経営を開始。平成12年度の介護保険制度の

開始に伴い、居宅介護支援事業を開始し、高齢者総合福祉施設として福祉サービスを提供してきた。 

 平成14年４月に養護老人ホームあたご荘、同年10月に銅町デイサービスセンターの受託経営を開始し、平成18年４月に地

域包括支援センター、同年10月にヘルパーステーションあたごを開設した。 

 障害者自立支援法の施行により、平成19年４月に相談支援事業を開始。平成24年４月にこまくさ学園、恵光園及び蔵王通

勤寮等が新体系事業に移行した。介護保険法の改正により、平成28年３月に山形市介護予防・日常生活支援総合事業に基づ

き、通所型又は訪問型サービスの提供を開始した。 

 令和３年１月に新たに指定共同生活援助事業所こもれびを開設し、日中サービス支援型の「グループホームこもれび」の

運営を開始した。（入居定員10名、短期入所２床併設） 

 本事業団は、平成18年４月から指定管理者の指定を受け、施設の管理運営を行うとともに、市の委託事業や独自事業など

様々な社会福祉事業を展開しており、公設民営の特性を活かし、多様な福祉ニーズへの対応と地域福祉を推進し、市民福祉

の向上を目指している。 

 

２ 組 織 

  役 員  ９名（理事長１、副理事長１、常務理事１、理事４、監事２） 

  評議員  ８名     評議員選任・解任委員５名     運営協議会委員10名 

  職 員  265名（契約職員、パート職員含む） 

          事業団事務局 ５名  菅沢デイサービスセンター 13名  ヘルパーステーションあたご ６名 

          こまくさ学園 18名  銅町デイサービスセンター 16名  児童発達支援事業ひよこ教室 ２名 

          恵 光 園 21名  山形西部地域包括支援センター ６名  放課後等デイサービス風の子 ５名 

          蔵 王 通 勤 寮 ６名  たきやま地域包括支援センター ５名  保育所等発達相談事業    １名 

          山 形 学 園 31名  居宅介護支援事業所すげさわ ３名  共同生活援助事業所こもれび 13名 

          菅 沢 荘 67名  居宅介護支援事業所あたご荘 １名  共同生活援助事業所蔵王   13名 

          あ た ご 荘 28名  居宅介護支援事業所どうまち １名  相談支援事業所まんさく   ４名 

 

３ 事 業（指定管理施設等） 

⑴ まんさくの丘（障がい福祉課） 

 障がい児・者一元の総合施設として、次の施設・事業を運営している。 

① こまくさ学園：福祉型児童発達支援センター（定員30名） 

 障がいのある就学前の児童が通所し、発達段階や障がいの状況に応じ日常生活の基本的な動作の訓練、知的技能の習

得、集団生活への適応及びその家族への支援等を行い、児童の心身の発達を支援する。 

② 恵 光 園：生活介護（定員40名） 

 常時介護を要する障がい者等が通所し、食事、排泄等の介護や日常生活上の支援を行い、軽作業等の生産・創作的活

動の機会を提供し、身体機能及び日常生活能力の維持・向上を図る。 

③ 蔵王通勤寮：宿泊型自立訓練（定員20名） 

 障がい者等が一定期間居住し、食事や家事など自立生活に必要な経験を積み、日常生活能力の向上支援、生活に関す

る相談・助言、地域移行等への必要な支援を行い、将来地域で自立した生活を営むことができるよう支援する。 

④ 児童発達支援事業ひよこ教室（定員１日10名） 

 心身に発達の遅れがある幼児に日常生活の基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練、保護者の相談支援等を行う。 

⑤ 放課後等デイサービス風の子（定員１日10名） 

 障がいのある小学生を対象に、放課後や夏休み等の長期休暇中に生活能力向上の訓練等を継続的に提供し、障がい児

の自立を促進し、放課後等の居場所づくりを推進する。 

⑥ 保育所等発達相談事業（山形市委託事業） 

 発達の気になる児童が増加している山形市内の認可保育所及び認定こども園における保育の質の向上を目的として、

保育所等の保育士を対象に保育方法の指導・助言及び必要な情報提供を行う。 

 

  ⑦ 日中短期入所事業所恵光園（定員１日５名） 

    障がい者等に日中活動の場を提供し、見守り、訓練等の支援を行い、家族の就労支援・一時的な休息を支援する。 

  ⑧ 共同生活援助事業所こもれび：日中サービス支援型共同生活援助（定員10名） 

    重度の障がい者等が地域で自立した日常生活又は社会生活を営むため、共同生活住居（グループホーム）において相

談、入浴、排泄又は食事の介護その他日常生活上の支援を行う。 

  ⑨ 短期入所事業所こもれび（定員１日２名） 

    在宅で生活する障がい者等に緊急一時的な宿泊の場を提供し、入浴、排泄、食事の介護その他の必要な支援を行う。 

  ⑩ 共同生活援助事業所蔵王：外部サービス利用型共同生活援助（定員４名×６か所） 

障がい者が地域で自立した日常生活又は社会生活を営むため、共同生活住居（グループホーム）において相談その他

日常生活上の援助を行う。 

⑪ 相談支援事業所まんさく（一般・特定・障害児相談支援） 

障がい児・者や家族等から福祉サービス利用等に関する相談に応じ、情報の提供、関係機関との連絡調整、権利擁護

等の支援のほか、サービス利用計画の作成、モニタリング等の支援を行う。 

⑵ 児童養護施設山形学園（定員40名）（家庭支援課） 

 乳幼児を除いて社会的に養護を要する児童を入所させて養護し、児童の心身の健全な育成及び将来の自立を支援するた

め、基本的な生活習慣の習得、学習指導、健康管理等を実施する。 

⑶ 高齢者総合福祉施設すげさわ（長寿支援課） 

 高齢者総合福祉施設として、平成８年３月に開所し、次の事業を実施している。 

① 特別養護老人ホーム菅沢荘（菅沢荘定員80名、ショートステイ定員20名） 

 65歳以上で身体上又は精神上著しい障がいがあるため、常時介護を必要とし、在宅介護が困難な要介護者に対し、施

設サービス計画に基づき、入浴、排泄、食事等の介護、機能訓練、健康管理等の各種サービスを提供する。 

② 菅沢デイサービスセンター（通常型 定員25名、認知症型 定員10名） 

 65歳以上で身体上又は精神上の障がいがあるために、日常生活を営むのに支障がある要介護者等が、日中通所し、入

浴、食事の提供、機能訓練、健康管理等の各種サービスを提供する。 

③ 居宅介護支援事業所すげさわ 

 介護支援専門員が要介護者等からの相談に応じ、心身の状況、環境、要介護者や家族の意向等を考慮してケアプラン

を作成し、適切な介護保険サービスが利用できるようサービス提供事業者等との連絡調整等を行う。 

  ④ 山形西部地域包括支援センター 

    地域の高齢者の心身の健康保持や生活の安定、保健・福祉・医療の向上、虐待防止など様々な課題に対して、総合的

なケアマネジメントを担い支援する中核機関で、介護予防ケアマネジメント、総合相談・支援、権利擁護、包括的・継

続的ケアマネジメント等の支援を行う。（担当圏域：南山形・本沢・西山形・村木沢・大曽根地区） 

⑷ 養護老人ホームあたご荘・あたご荘外部サービス利用型特定施設（定員100名）（長寿支援課） 

 65歳以上の方で環境上又は経済上の理由により、居宅での生活が困難な方を措置入所させ養護する。外部サービス利用

型特定施設の指定を受け、入居する要介護者等の生活相談やケアプランの作成、安否確認等を行い、訪問介護や訪問看護

等の外部サービス提供事業者と契約して介護保険サービスを提供する。 

⑸ ヘルパーステーションあたご 

  65歳以上で身体上又は精神上障がいがあるために日常生活を営むことが困難な在宅の要介護者等に対して、居宅を訪問

し、入浴、排泄、食事等の介護、生活相談等を行う。 

⑹ 居宅介護支援事業所あたご荘 

  介護支援専門員が要介護者等からの相談に応じ、心身の状況、環境、要介護者や家族の意向等を考慮してケアプランを

作成し、適切な介護保険サービスが利用できるようサービス提供事業者等との連絡調整等を行う。 

⑺ たきやま地域包括支援センター（長寿支援課） 

  地域の高齢者の心身の健康保持や生活の安定、保健・福祉・医療の向上、虐待防止など様々な課題に対して、総合的な

ケアマネジメントを担い支援する中核機関で、介護予防ケアマネジメント、総合相談・支援、権利擁護、包括的・継続的

ケアマネジメント等の支援を行う。（担当圏域：滝山地区） 

⑻ 銅町デイサービスセンター（定員30名）（長寿支援課） 

 65歳以上で身体上又は精神上の障がいがあるために、日常生活を営むのに支障がある要介護者等が、日中通所し、入浴、

食事の提供、機能訓練、健康管理等の各種サービスを提供する。 

⑼ 居宅介護支援事業所どうまち 

 介護支援専門員が要介護者等からの相談に応じ、心身の状況、環境、要介護者や家族の意向等を考慮してケアプランを

作成し、適切な介護保険サービスが利用できるようサービス提供事業者等との連絡調整等を行う。 
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